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2022 年 3 月 20 日開催 商法 

 

最優秀答案 
回答者 SH 36 点 

 
第１ 設問１ 

１．本問Y社の取締役会（以下，「本件取締役会」という。）の決議の効力は有効

か。本件取締役会の招集通知が，取締役Bに発せられていないことから問題と

なる。 

２．会社が取締役会を招集するには，「各取締役」に招集通知を発することが要

求されており（368条１項），本問においては，それを受けて，Y社定款23条

１項についても，同様の規定が置かれている。 

３．（１）そして，本問においては，取締役Bに対して，招集通知が発しられてお

らず，法令違反，定款違反（以下「法令違反等」という。）がある。もっ

とも，取締役Bは，本件取締役会の議題については，後述のとおり特別な

利害関係を有する特別関係取締役に該当することになるので，その決議

には参加することはできない（369条２項）。 

そうすると，本件取締役においては，取締役Ｂに通知する必要がない

とも考えられるので，以下，取締役Ｂに対する招集通知の要否を検討する。 

（２）本件取締役の議題は，本件譲渡承認請求であるが，これはＸ社が，Ｂ

からＹ社の株式400株を譲り受けることを認めるか否かである。 

ここで，特別な利害関係を有するか否かは，会社とは相容れない特殊

な利害関係を有するか否かで判断するところ，取締役Bは，本件譲渡承認

請求の一方当事者であり，Y社の取締役会において承認されることによ

り，X社にY社株式400株を譲渡することができる立場でありながら，取

締役としてその承認についての可否を審議する立場でもあるので，取締

役Bは本件譲渡承認請求について，会社とは相容れない特殊な利害関係

を有するものといえる。そうすると，取締役Bは特別利害関係ということ

になるので，本件取締役会の決議には参加することができないので，取

締役Bに招集通知を発しなかったとしても，法令等違反には該当せず，決

議は有効とも思える。 

（３）しかし，取締役会において決議する事項は，多種多様にわたり，必ず
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しも招集通知に記載された議題に限られない。また特別利害関係取締役

は，当該議題の決議については，決議に参加することができないが，そ

の審議，討論に参加することはできる。以上を併わせて考えると特別利

害関係取締役についても，取締役会の招集通知を発する必要があり，こ

れを欠く場合は，法令等違反となる。 

（４）本問において，本件取締役会の招集通知について取締役Bに発せられ

ていないので，法令等違反がある。 

（５）会社法は，取締役の決議について，法令等違反がある場合について何

も定めていないので，一般原則に従い，法令等違反があった場合は，そ

の決議は無効となると考える。 

したがって，取締役Bに対して，招集通知が発せられなかった本件取

締役会の決議の効力は無効である。 

 
第２ 設問２ 

１．X社がY社の定時株主総会における取締役選任決議（以下，「本件決議」とい

う。）の効力を争う方法としては，株主総会等決議取消の訴え（831条）によ

るものと考える。かかる訴えを提起するには，①提訴権者が株主であること，

②決議方法等に法令等の違反があることが必要となる。X社がそれらの要件を

具備するか以下検討する。 

２．（１）まず，①X社はY社の株主といえるか。 

（２）Ｘ社はＹ社の株主Ｂと令和４年２月15日，株主Ｂが保有するＹ社株式

400株を譲渡する契約を締結している。そして，それを受けて，Ｘ社と

Ｂは共同して令和４年４月12日本件譲渡承認請求をしているが，Ｙ社取

締役会でかかる承認請求は否決されているので，Ｘ社は，Ｙ社との関係

では，Ｙ社株式を取得したことを主張しえず，Ｙ社株主たりえないとも

思える。 

しかし，Ｙ社が，本件譲渡承認請求を拒否する旨の通知をX社にした

のは令和４年５月２日であり，本件譲渡承認請求から２週間を経過して

いるので，145条１項１号により，本件譲渡承認請求について承認した

とみなされる。したがって，X社はY社との関係でもY社株式を取得した

ことを主張することができ，Y社はX社を株主として扱う必要がある。 

（３）したがって，X社はY社の株主といえる。 

３．（１）次に，本件決議にかかる，定時株主総会について，X社に対して招集
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通知が発出されていない（299条参照）ので，招集手続に法令違反がある

（831条１項１号）といえる。 

（２）もっとも，Y社からは株主名簿の書換えが未了である間は，株主名簿

に記載された者に対して招集通知を発すれば足りるので，未だ名義書換

えのないX社に対して，招集通知を発する必要がないと反論されること

が想定される。 

株主が株主名簿の名義書換えをしなければ，株主は会社に対抗するこ

とができないとする130条の趣旨は，会社の事務処理の便宜のため，株

主を画一的に確定するところにある。そうすると，本問のように，Y社

は，Ｘ社への名義書換えを明確に拒否するという意思表示をしている場

合，会社は誰が株主であるかを確知しているといえるので，Ｙ社は株主

名簿にＸ社の記載がないことをもって，株主として扱わなくてもいいと

いうことにはならない。 

すなわち，本問の場合Ｙ社は，Ｘ社を株主として扱う必要があり，Ｘ

社に招集通知を発しなかったことは招集の手続に法令違反があったと

いえる。 

４．以上より，Ｙ社は，株主Ｘ社に対して定時株主総会の招集通知を発しなかっ

たという，法令違反があり，Ｘ社は株主総会等決議取消の訴えを提起し，決議

の効力を争うことができる。 

 

第３ 設問３ 

１．本問において，Ｙ社株式がＢを起点に，Ｘ社及びＡに二重譲渡されている。

Ａが先にＹ社の株主名簿の名義書換えをしている。そうすると，X社は，Y社

の株主であることを，「株式会社」たるＹ社に対抗することができなくなる。

反面Ｙ社はＡを株主として扱えばよいことになる。そうすると，Ｘ社はＹ社

に株主たることを主張できないので本件決議を争うことができないとも思える。 

２．もっとも，Ｙ社がＡを株主として扱うことについて，信義則（民法１条２項）

に違反する事情がある場合には，Ｘ社は，Ｙ社に対して株主たることを主張

でき，効力を争うことができると考える。そしてＹ社が信義則に違反する場

合とは，Ｙ社に背信的悪意がある場合と考える。 

（１）Ａは，Ｂが保有する株式を既にＸ社に譲渡されていることを知ってい

たにも関わらず，Ｂに対して，株式を譲渡するように提案をし，株式を

取得している。そして，Ｘ社はＡの提案を拒絶しているのであるから，
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ＡがＢから株式を取得し，株主名簿の名義書換えをすることは，Ｘ社に

対して背信的悪意があるといえる。そしてＡは，Ｙ社の代表取締役であ

るので，ＡとＹ社が同視することができる。したがって，Ｙ社には背信

的悪意があったといえる。 

（２）よってY社は，株主名簿のAへの名義書換えをもって，X社の株主たる

地位を否定することは信義則に反し許されないと考える。Y社はX社を株

主として扱わなければならない。 

３．そして，本件決議にかかる株主総会の招集通知が，X社に対して発せられな

かったのであれば，招集手続に法令違反があったとして，X社は株主総会等決

議取消の訴えを提起して本件決議の効力を争うことができる。 

以 上  


